
　口座振替は、原則として一度お申し込みいただければ、指定した金融機関やゆうちょ

銀行（郵便局）の口座から口座振替日に引き落とされる便利な制度です。

　この機会に、是非ご利用ください。

　（令和５年４月１日時点）

　　○十八親和銀行　　　　　　　　　　○九州労働金庫

　　○長崎銀行　　　　　　　　　　　　　○島原雲仙農業協同組合

　　○たちばな信用金庫　　　　　　　　○九州信用漁業協同組合連合会

　　○ゆうちょ銀行（郵便局）

　こども課の窓口、または金融機関に

「口座振替納付依頼書」（※右図）が

備え付けてありますので、必要事項を

記入し、銀行届出印を押印のうえ、

口座振替を行う金融機関へ提出して

ください（市役所では受付できません）。

　●口座振替・自動払込は、申し込みをおこなった日の翌月以降の保育料から開始します 。

　例）　８月３１日に申し込み → ９月分の保育料からスタート　

　　　   ９月１日に申し込み → １０月分の保育料からスタート

　●その他、依頼書の記入方法など、ご不明な点がありましたら、下記までお尋ねください。

　　　　【お問い合わせ先】
　　　　　福祉保健部　こども課　こども福祉班　（ＴＥＬ：0957-62-8003）

口座振替のできる金融機関

口座振替のお申込み方法

口座振替の注意事項

保育料口座振替のお手続きについて


